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改
正
ニ
伴
フ
厚
生
行
政
整
備
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

七

日
雇
労
務
ニ
関
ス
ル
事
務
処
理
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

八

定
着
地
ニ
於
ケ
ル
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱
に
つ
い
て

五−

一−

九

緊
急
就
業
対
策
実
施
ニ
関
ス
ル
ノ
件

五−

一−

一
〇

勤
労
署
業
務
運
営
に
関
す
る
通
牒

五−

一−

一
一

知
識
階
級
失
業
応
急
救
済
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
二

公
共
事
業
に
失
業
者
を
優
先
雇
傭
す
る
の
件

五−

一−

一
三

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
四

公
共
事
業
日
雇
労
務
者
標
準
賃
金
に
関
す
る
件

五−

一−

一
五

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
の
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
六

年
少
者
の
就
業
に
関
す
る
件

五−

一−

一
七
・
一
八
・
一
九

労
働
部
設
置
に
関
す
る
件

五−

一−

二
〇

職
業
安
定
法
並
び
に
同
施
行
規
則
の
公
布
に
関
す
る
件

五−

一−

二
一

新
制
中
学
校
の
職
業
指
導
に
関
す
る
件

五−

一−

二
二

各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

一−

二
三

労
働
省
所
管
公
共
事
業
共
同
作
業
施
設
設
置
方
針

五−

一−

二
四

地
方
職
業
安
定
行
政
主
務
課
公
共
職
業
安
定
所
の
組
織
及
び
事
務
文
掌
に
つ

い
て

五−

一−

二
五

労
働
者
教
育
に
関
す
る
労
働
省
（
労
政
局
）
、
文
部
省
（
社
会
教
育
局
）
了

解
事
項
に
つ
い
て

五−

一−

二
六

労
働
学
校
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

一−

二
七

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
情
勢
の
把
握
と
そ
の
失
業
対
策
実
施
に
つ
い

て
の
援
助
方
依
頼
に
つ
い
て

五−

一−

二
八

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
対
策
に
関
す
る
件

五−

一−

二
九

緊
急
失
業
対
策
法
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
〇

看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ
い
て

五−

一−

三
一

職
業
安
定
法
の
改
正
に
伴
う
学
生
生
徒
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
二

学
校
教
育
法
第

八
三

条
及
び
第

八
四

条
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

一−

三
三

昭
和
二
六
年
三
月
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
四

年
少
者
（
児
童
福
祉
施
設
収
容
児
童
等
）
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
五

技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て

五−

一−

三
六

労
働
教
育
行
政
に
つ
い
て

五−

一−

三
七

技
能
者
養
成
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

五−

一−

三
八

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
九

労
働
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て

五−

一−

四
〇

ソ
連
地
区
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
職
業
援
護
に
つ
い
て

五−

一−

四
一

失
業
保
険
施
設
設
置
要
綱

五−

一−

四
二
・
四
三

公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て

五−

一−

四
四

簡
易
職
業
紹
介
業
務
取
扱
要
領

五−

一−

四
五

新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

四
六

孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
就
職
援
護
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

四
七

補
導
生
、
共
同
作
業
所
員
に
対
す
る
労
務
加
配
米
の
配
給
要
領
に
つ
い
て

五−
一−

四
八

共
同
作
業
所
月
報
の
提
出
に
つ
い
て

五−
一−

四
九

特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−
五
〇

体
力
検
定
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−
五
一

失
業
者
特
別
指
導
訓
練
の
実
施
の
推
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
二

昭
和
三
〇
年
度
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
三

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
労
務
被
解
雇
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て

五−

一−

五
四

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱
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の
制
定
に
つ
い
て

五−

一−

五
五

体
力
検
査
実
施
要
領
の
一
部
改
訂
に
つ
い
て

五−
一−

五
六

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
関
係
離
職
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て

五−
一−
五
七

駐
留
軍
及
び
石
炭
山
関
係
離
職
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−
五
八

団
結
権
、
団
体
交
渉
そ
の
他
団
体
行
動
に
関
す
る
労
働
教
育
行
政
の
指
針
に

つ
い
て

五−

一−

五
九

共
同
作
業
所
所
則
（
内
規
）
基
準
の
制
定
に
つ
い
て

五−

一−

六
〇

労
働
福
祉
事
業
団
法
の
施
行
に
つ
い
て

五−

一−

六
一

労
働
福
祉
事
業
団
法
の
業
務
に
関
連
し
事
前
に
連
絡
を
要
す
る
事
項
に
つ
い

て

五−

一−

六
二

駐
留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て

ⅤⅤ
２２
部部
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五−

二−

一

神
奈
川
県
立
厚
生
職
業
補
導
所
規
程

五−

二−

二

職
業
補
導
実
施
要
綱
に
関
す
る
件

五−

二−

三

神
奈
川
県
横
浜
木
工
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

四

神
奈
川
県
第
一
語
学
要
員
養
成
所
設
置
規
程

五−

二−

五

神
奈
川
県
傷
痍
者
職
業
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

六

職
業
補
導
所
等
新
設
拡
充
に
関
す
る
件

五−

二−

七

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
に
関
す
る
件

五−

二−

八

昭
和
二
二
年
度
職
業
補
導
並
び
に
授
産
共
同
作
業
実
施
計
画
調
の
件

五−

二−

九

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告
に
関
す
る
件

五−

二−

一
〇

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
に
つ
い
て

五−

二−

一
一

公
共
事
業
四
半
期
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

一
二

職
業
安
定
法
施
行
に
伴
う
職
業
補
導
実
施
に
関
す
る
件

五−

二−

一
三

共
同
作
業
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

五−

二−

一
四

職
業
補
導
所
及
び
養
成
所
を
各
種
学
校
に
指
定

五−

二−

一
五

職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
の
実
習
と
労
働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業

安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
提
供
事
業
禁
止
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

二−

一
六

職
業
安
定
行
政
手
引
き

五−

二−

一
七

授
産
施
設
の
労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

一
八

授
産
施
設
の
労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

一
九

職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
の
実
習
と
労
働
基
準
法
の
規
程
並
び
に
職
業

安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
提
供
事
業
禁
止
の
規
程
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

二−

二
〇

公
共
職
業
補
導
所
の
実
習
収
入
金
に
つ
い
て

五−

二−

二
一

公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

二
二

補
導
事
務
必
携

五−

二−

二
三

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
に
つ
い
て

五−

二−

二
四

神
奈
川
県
立
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

二
五

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
公
民
科
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

二
六

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
作
製
に
つ
い
て

五−

二−

二
七

戦
傷
病
者
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
の
公
共
補
導
所
利
用
促
進
に
つ
い
て

五−

二−

二
八

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
生
（
戦
傷
病
者
）
の
募
集
計

画
に
つ
い
て

五−

二−

二
九

所
外
実
習
に
伴
う
補
導
生
出
張
旅
費
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

三
〇

身
体
障
害
者
職
業
障
害
部
位
別
職
業
補
導
種
目
選
定
基
準
の
作
成
に
つ
い
て

五−

二−

三
一

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

三
二

職
業
訓
練
の
現
況
と
課
題

五−

二−

三
三

自
動
車
整
備
士
受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

三
四

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

三
五

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
の
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

三
六

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
聴
取
料
の
免
除
に
つ
い
て

五−

二−

三
七

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ

い
て

五−

二−

三
八

業
務
運
営
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

三
九

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ

い
て

五−
二−

四
〇

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−
二−

四
一

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−
四
二

神
奈
川
県
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−
四
三

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

四
四

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養
成
認
可
に
つ
い
て

五−

二−

四
五

技
能
者
養
成
制
度
と
の
連
携
に
伴
う
職
業
補
導
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

五−

二−

四
六

補
導
生
に
対
す
る
失
業
の
認
定
に
つ
い
て
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五−

二−

四
七

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
追
指
導
の
強
化
に
つ
い
て

五−

二−

四
八

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
旅
客
運
賃
の
学
生
割
引
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

四
九

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
身
分
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て

五−

二−

五
〇

生
活
指
導
要
領
の
送
付
に
つ
い
て

五−

二−

五
一

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て

］

五−

二−

五
二

夜
間
職
業
補
導
に
お
け
る
訓
練
方
法
に
つ
い
て

五−

二−

五
三

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

五
四

補
導
生
用
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

五
五

公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
並
び
に
美
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

五−

二−

五
六

委
託
契
約
書
（
労
働
大
臣
と
神
奈
川
県
知
事
）

五−

二−

五
七

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
規
則

五−

二−

五
八

補
導
生
指
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−

五
九

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

六
〇

体
育
科
指
導
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

六
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

六
二

昭
和
三
〇
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

五−

二−

六
三

総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領

五−

二−

六
四

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
配
布
申
請
書

五−

二−

六
五

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
六

入
所
、
修
了
式
等
式
次
第
に
つ
い
て

五−

二−

六
七

作
業
指
導
票
の
作
成
利
用
に
つ
い
て

五−

二−

六
八

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
九

職
業
補
導
所
修
了
生
名
簿
の
提
出
に
つ
い
て

五−

二−

七
〇

総
合
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
生
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験

受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

七
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

七
二

職
業
補
導
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

七
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て

五−

二−

七
四

補
導
生
用
労
務
加
配
用
普
通
外
米
の
配
給
割
り
当
て
要
領
に
つ
い
て

五−

二−

七
五

職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
処
理
要
綱
に
つ
い
て

五−

二−

七
六

予
算
経
理
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

七
七

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

七
八

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱

の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

七
九

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
収
入
金
の
分
割
後
納
制

の
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

八
〇

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
整
備
に
つ
い
て

五−

二−

八
一

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

八
二

小
田
原
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
美
容
科
に
お
け
る
実
習
モ
デ
ル
と
な
る
者
及

び
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
に
つ
い
て

五−

二−

八
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

八
四

職
業
補
導
所
の
事
業
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

八
五

神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
六

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
七

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
八

補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
九

総
合
職
業
補
導
所
の
技
能
者
養
成
規
程
第
一
五
條
第
二
項
の
施
設
と
し
て
の

指
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
〇

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
一

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
の
改
訂
及
び
補
導
所
体
操
用
レ
コ−

ド
に
つ
い
て

五−

二−

九
二

補
導
手
当
の
支
給
額
改
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
三

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

九
四

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
五

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
実
施
要
領
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

九
六

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
七

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

五−

二−

九
八

「
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
及
び
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
に
お

け
る
給
食
実
施
要
綱
」
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
九

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
〇

作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て
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五−

二−

四
七

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
追
指
導
の
強
化
に
つ
い
て

五−

二−

四
八

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
旅
客
運
賃
の
学
生
割
引
適
用
に
つ
い
て

五−
二−

四
九

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
身
分
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て

五−
二−
五
〇

生
活
指
導
要
領
の
送
付
に
つ
い
て

五−

二−
五
一

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て

］

五−

二−

五
二

夜
間
職
業
補
導
に
お
け
る
訓
練
方
法
に
つ
い
て

五−

二−

五
三

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

五
四

補
導
生
用
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

五
五

公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
並
び
に
美
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

五−

二−

五
六

委
託
契
約
書
（
労
働
大
臣
と
神
奈
川
県
知
事
）

五−

二−

五
七

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
規
則

五−

二−

五
八

補
導
生
指
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−

五
九

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

六
〇

体
育
科
指
導
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

六
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

六
二

昭
和
三
〇
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

五−

二−

六
三

総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領

五−

二−

六
四

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
配
布
申
請
書

五−

二−

六
五

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
六

入
所
、
修
了
式
等
式
次
第
に
つ
い
て

五−

二−

六
七

作
業
指
導
票
の
作
成
利
用
に
つ
い
て

五−

二−

六
八

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
九

職
業
補
導
所
修
了
生
名
簿
の
提
出
に
つ
い
て

五−

二−

七
〇

総
合
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
生
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験

受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

七
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

七
二

職
業
補
導
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

七
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て

五−

二−

七
四

補
導
生
用
労
務
加
配
用
普
通
外
米
の
配
給
割
り
当
て
要
領
に
つ
い
て

五−

二−

七
五

職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
処
理
要
綱
に
つ
い
て

五−

二−

七
六

予
算
経
理
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

七
七

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

七
八

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱

の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

七
九

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
収
入
金
の
分
割
後
納
制

の
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

八
〇

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
整
備
に
つ
い
て

五−

二−

八
一

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

八
二

小
田
原
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
美
容
科
に
お
け
る
実
習
モ
デ
ル
と
な
る
者
及

び
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
に
つ
い
て

五−

二−

八
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

八
四

職
業
補
導
所
の
事
業
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

八
五

神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
六

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
七

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
八

補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
九

総
合
職
業
補
導
所
の
技
能
者
養
成
規
程
第
一
五
條
第
二
項
の
施
設
と
し
て
の

指
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
〇

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
一

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
の
改
訂
及
び
補
導
所
体
操
用
レ
コ−

ド
に
つ
い
て

五−

二−

九
二

補
導
手
当
の
支
給
額
改
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
三

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

九
四

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
五

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
実
施
要
領
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

九
六

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−
二−

九
七

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

五−

二−
九
八

「
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
及
び
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
に
お

け
る
給
食
実
施
要
綱
」
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
九

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
〇

作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て
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五−

二−

一
〇
一

要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
二

承
認
代
用
教
科
書
の
申
請
に
つ
い
て

五−
二−

一
〇
三

指
定
代
用
教
科
書
に
つ
い
て

五−
二−
一
〇
四

訓
練
生
の
所
外
実
習
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−
一
〇
五

総
合
職
業
補
導
所
に
対
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
六

労
働
福
祉
事
業
団
総
合
職
業
補
導
所
委
託
料
基
準
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
七

通
学
定
期
乗
車
券
発
売
対
象
施
設
と
し
て
の
指
定
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
八

総
合
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
修
了
生
に
対
す
る
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に

つ
い
て

五−

二−

一
〇
九

総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
訓
練
生
等
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
〇

溶
接
科
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
一

職
業
補
導
所
安
全
週
（
旬
）
間
の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
二

職
業
訓
練
法
制
定
に
伴
う
準
備
事
務
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
三

職
業
訓
練
法
の
要
点
及
び
施
行
に
伴
う
当
面
の
措
置
事
項
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
四

総
合
職
業
訓
練
所
訓
練
生
災
害
手
当
支
給
要
綱

五−

二−

一
一
五

神
奈
川
新
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
委
託
契
約
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
六

総
合
職
業
補
導
所
の
名
称
変
更
に
関
す
る
件

五−

二−

一
一
七

神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
設
置
条
例

五−

二−

一
一
八

神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

一
一
九

所
則
の
内
規
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

一
二
〇

総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
指
導
監
督
に

つ
い
て

五−

二−

一
二
一

北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
所
則

ⅤⅤ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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五−

三−

一

労
働
基
準
法
中
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
の
施
行
に
関
す
る
件

五−

三−

二

東
京
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
生
募
集
依
頼
に
つ
い
て

五−

三−

三

技
能
者
養
成
規
程
中
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
に
関
す
る
件

五−

三−

四

技
能
者
養
成
規
程
中
別
表
改
正
並
び
に
同
規
程
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
告

示
に
関
す
る
件

五−

三−

五

技
能
者
養
成
所
教
職
員
適
確
審
査
の
伺
に
つ
い
て

五−

三−

六

技
能
者
養
成
制
度
の
運
用
に
関
す
る
件

五−

三−

七

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
並
び
に
同
規
程
第
一
八
条
の
規
定
に
基
く
技

能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

八

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
関
す
る
件

五−

三−

九

告
示
さ
れ
て
い
な
い
指
定
技
能
の
養
成
実
施
に
つ
い
て

五−

三−

一
〇

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
に
つ
い
て

五−

三−

一
一

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
作
成
依
頼
に
つ
い
て

五−

三−

一
二

技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
の
交
付
に
つ
い
て

五−

三−

一
三

技
能
者
養
成
規
程
第
二
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
く
証
明
の
取
扱
い
に
つ
い

て

五−

三−

一
四

労
働
基
準
法
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
免
許
に
つ
い
て
」

五−

三−

一
六

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
に
つ
い
て

五−

三−

一
七

指
導
員
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
八

技
能
者
養
成
規
程
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
九

技
能
者
養
成
規
程
第
一
八
条
別
表
第
四
使
用
者
資
格
第
一
号
の
疑
義
に
つ
い

て

五−

三−

二
〇

技
能
職
種
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

二
一

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
と
自
動
車
整
備
士
検
定
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

三−

二
二

技
能
者
養
成
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

二
三

技
能
者
養
成
指
導
官
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

二
四

技
能
者
養
成
規
程
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
規
則
の
一
部
改
正
施
行
に

つ
い
て

五−

三−

二
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
に
つ
い
て

五−

三−

二
六

技
能
者
養
成
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て

五−

三−

二
七

査
察
指
導
の
実
施
に
つ
い
て

五−
三−

二
八

技
能
者
養
成
促
進
指
導
の
実
施
に
つ
い
て

五−
三−

二
九

技
能
者
養
成
実
施
促
進
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

五−

三−
三
〇

技
能
者
養
成
に
お
け
る
関
連
学
科
の
集
団
教
育
を
実
施
す
る
教
育
施
設
に
つ

い

て

五−

三−

三
一

製
パ
ン
工
技
能
者
養
成
運
営
機
関
の
設
置
に
つ
い
て

五−

三−

三
二

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
実
施
に
つ
い
て

五−

三−

三
三

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

（ 5 ）

五−

三−

三
四

職
業
補
導
に
於
け
る
既
往
の
教
育
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
に
つ
い
て

五−

三−

三
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
参
考
資
料
送
付
に
つ
い
て

五−

三−

三
六

昭
和
二
七
年
度
第
二
回
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
基
準
答
案
に
つ

い

て

五−

三−

三
七

技
能
者
養
成
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
援
助
に
つ
い
て

五−

三−

三
八

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
問
題
の
調
査
に
つ
い
て

五−

三−

三
九

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
〇

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
一

技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
四
条
に
定
め
る
特

殊
技
能
者
の
免
許
に
つ
い
て

五−

三−

四
二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
女
子
年
少
者
労
働
基
準

規
則
、
技
能
者
養
成
規
程
等
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
三

技
能
者
養
成
教
習
指
導
に
つ
い
て

五−

三−

四
四

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
提
携
協
力
に
つ
い
て

五−

三−

四
五

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
に
定
め
る
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
の
判
定
に

つ
い
て

五−

三−

四
六

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

五−

三−

四
七

技
能
養
成
工
に
し
て
定
時
制
高
校
生
徒
た
る
者
に
か
か
る
技
能
者
養
成
の
教

習
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て

ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係
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五−

四−

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
封
す
る
技
術
援
助

五−

四−

二

職
場
補
導
員
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て

五−

四−

三

職
場
補
導
員
研
修
日
程
に
つ
い
て

五−

四−

四

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

四−

五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
と
、
そ
れ
に
伴
う
監
督
者
訓
練
業
務
の

今
後
の
運
営
の
方
針
に
つ
い
て

五−

四−

六

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
援
助
関
係
申
請
書
等

の
記
載
要
領
に
つ
い
て

五−

四−

七

職
業
訓
練
法
と
監
督
者
訓
練
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五−

三−

三
四

職
業
補
導
に
於
け
る
既
往
の
教
育
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
に
つ
い
て

五−

三−

三
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
参
考
資
料
送
付
に
つ
い
て

五−
三−

三
六

昭
和
二
七
年
度
第
二
回
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
基
準
答
案
に
つ

い

て

五−

三−
三
七

技
能
者
養
成
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
援
助
に
つ
い
て

五−

三−

三
八

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
問
題
の
調
査
に
つ
い
て

五−

三−

三
九

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
〇

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
一

技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
四
条
に
定
め
る
特

殊
技
能
者
の
免
許
に
つ
い
て

五−

三−

四
二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
女
子
年
少
者
労
働
基
準

規
則
、
技
能
者
養
成
規
程
等
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
三

技
能
者
養
成
教
習
指
導
に
つ
い
て

五−

三−

四
四

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
提
携
協
力
に
つ
い
て

五−

三−

四
五

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
に
定
め
る
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
の
判
定
に

つ
い
て

五−

三−

四
六

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

五−

三−

四
七

技
能
養
成
工
に
し
て
定
時
制
高
校
生
徒
た
る
者
に
か
か
る
技
能
者
養
成
の
教

習
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て

ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

327

五−

四−

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
封
す
る
技
術
援
助

五−

四−

二

職
場
補
導
員
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て

五−

四−

三

職
場
補
導
員
研
修
日
程
に
つ
い
て

五−

四−

四

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

四−

五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
と
、
そ
れ
に
伴
う
監
督
者
訓
練
業
務
の

今
後
の
運
営
の
方
針
に
つ
い
て

五−

四−

六

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
援
助
関
係
申
請
書
等

の
記
載
要
領
に
つ
い
て

五−

四−

七

職
業
訓
練
法
と
監
督
者
訓
練
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